
�愛媛県告示第１１６２号
介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第３条第１項第２号

の規定により、次のとおり介護員養成研修事業者を指定した。

平成１９年６月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１６３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

西予市宇和町土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出が

あった。

平成１９年６月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

退 任

�������
�愛媛県告示第１１６４号
四国中央市三島土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良

事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・八反地地区）の

施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５

号）第４８条第９項において準用する同法第８条第６項の規定により、

次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１９年６月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

八反地地区）計画書の写し

� 四国中央市三島土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１９年６月２７日から７月２５日まで

３ 縦覧場所

四国中央市役所

�������
�愛媛県告示第１１６５号
四国中央市三島土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良

事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・宮西地区）の施

行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）

第４８条第９項において準用する同法第８条第６項の規定により、次

のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１９年６月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

宮西地区）計画書の写し

� 四国中央市三島土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１９年６月２７日から７月２５日まで

３ 縦覧場所

四国中央市役所

�������
�愛媛県告示第１１６６号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成１９年６月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１６７号
次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森林法（昭

和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条の２

第１項の規定により告示する。

� 目 次 �
告 示
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公 告

○ 総合行政ネットワークサービス提供設備の借入れ……………………７５０

○ 争議行為の通知の公表（２件）…………………………………………７５１

教育委員会告示

○ 私立博物館の登録…………………………………………………………７５１

○ 博物館に相当する施設の指定……………………………………………７５１

告 示

発 行 愛 媛 県

介護員養成研修事業者
の名称又は氏名

介護員養成研修事業者
の所在地又は住所 研修の課程 指 定

年 月 日

愛媛県立宇和島高等技
術専門校

愛媛県宇和島市柿原神
の前１７１２

訪問介護に
関する２級
課程

平成１９年
５月１５日

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 鋸 本 昭 二 西予市宇和町田苗真土８２１番地

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

ため池等整備事業 学蓮寺地区 平成１９年２月９日

毎週（火・金）曜日発行 第１８７３号 平成１９年６月２６日

平成１９年６月２６日火曜日 第１８７３号

愛 媛 県 報
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平成１９年６月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

今治市玉川町鈍川字下日浦庚６８１、字日浦庚６８３、庚６８６の１、

庚６８６の３、庚６８８、庚６８９の１、庚６８９の２、庚６９０の１、庚

６９０の２、庚６９３、庚６９４の１、庚６９４の４、庚６９５の１、庚６

９５の２、字佛ヶ峠庚６９８の２、庚６９８の３、字竹力成庚６９９、庚

７００の１４、字ユツリハ庚７０２の３、庚７０２の５から庚７０２の９ま

で、字白石庚７０３の４、庚７０３の５、字祓川庚７０４の１、庚７０４

の２、庚７０６の１、庚７０６の３、庚７０７の１、庚７０８、字シデガ

ヘラ庚７１４の１、庚７１４の２、庚７１５の１、字日ウラ向庚７１７の

１、庚７１７の２、庚７２１、庚７２３、字日浦岩スシ庚７２４、庚７２５

の１、庚７２５の２、字シシヲチ庚７４５の１、庚７４９、玉川町木地

字一ノゴ辛１の１、辛１の４、辛１の５、辛１の９、辛６の２、

辛６の６から辛６の１０まで、辛６の１５、字ユノ谷辛２の１、辛２

の２、辛２の４、辛２の７、辛２の９、辛１４の１、辛１４の３、辛

１４の５から辛１４の１５まで、辛１４の１７、辛１４の１９から辛１４の２２まで、

辛１４の２４から辛１４の２６まで、辛１４の３９から辛１４の４９まで、辛１４の

５２、辛１５、字子コ谷辛３の２から辛３の４まで、辛３の６、辛３

の７、字マル山辛４の３、辛４の５から辛４の１０まで、辛４の１２、

辛４の１３、辛４の１６、辛４の１７、辛４の２０、辛１０の３、辛１０の６、

字イノ谷辛５の１から辛５の３まで、辛５の５から辛５の８まで、

字コマンコエ辛８の２から辛８の４まで、辛８の６、字ゴヲノ谷

辛１１の１、辛１３の１、辛１３の４、辛１３の５、字ヲトシ辛１３の２、

字坊城ノ向辛１６の１から辛１６の４まで、辛１６の９、辛１６の１０、辛

１６の１３、字松尾口辛１８の３、辛１８の６、辛１８の８、辛１８の１０、辛

６５の２、辛６５の３、字ボウシロ辛１９の２、辛１９の３、辛１９の５、

辛１９の７、辛１９の１０、字子シ畑辛２３の１から辛２３の５まで、辛２４

の１、辛２４の２、字松ヲ谷辛２５の１、辛２５の２、辛２５の５から辛

２５の１０まで、辛２５の１７、辛２５の２０から辛２５の２３まで、辛２５の２７か

ら辛２５の３１まで、字ヒル谷辛２７の１、辛２７の５、辛２８の２から辛

２８の４まで、辛２９の１、辛２９の５、辛２９の７、辛３１の２、字明神

下辛３２の４、辛３２の５、辛３２の９から辛３２の１３まで、辛３２の１５、

辛３３の１、辛３３の２、辛３３の８、辛３３の１５、辛３３の１８、辛３３の１９、

辛３３の２２、辛３３の２５、字篠ヵ成辛３４の１、辛３４の６、辛３４の９か

ら辛３４の１１まで、辛３４の１７、字杉ノ窪辛３５の１、辛３５の４、字大

ミゾ宮ノ谷辛３６の１から辛３６の４まで、辛３６の７、辛３６の８、辛

３６の１４、辛３６の１５、辛３６の１７、辛３６の２１、辛３６の２５、辛３６の３４、

辛３６の３７、辛３６の４０、辛３６の４４、字大ミゾ辛３７の１、辛３７の４、

辛３７の５、辛３７の９、辛３７の１１、辛３７の１３、辛３７の１４、辛３７の１８、

辛３７の２１、辛３７の２４、辛３７の２５、字大サコ辛３８の１、辛３８の２、

辛３９の３、辛３９の４、辛３９の１０、字チャセンボワル谷辛４０の３、

辛４０の４、辛４０の９、字ケヤケ山辛４１の１、字石原畑辛４２の２、

辛４２の３、辛４２の８、辛４２の９、辛４２の１１、辛４２の１３、辛４２の１８、

辛４２の２６、字ドロボヤシキ辛４５の１から辛４５の３まで、字イノハ

ナ辛４６の１、辛４６の３、字コブ谷辛４８の１から辛４８の７まで、辛

４９の６、辛４９の７、字柿木谷辛４９の２、字コタマゴ辛５０の１から

辛５０の３まで、辛５０の５、辛５０の９、辛５０の１０、辛５０の１２から辛

５０の１４まで、辛５０の１８、辛５０の１９、辛５０の２４、辛５０の２６、辛５０の

２７、辛５１の２、辛５２の２、辛５９、辛６０の２から辛６０の４まで、辛

６１の２、辛６１の３、辛６２の２から辛６２の４まで、辛６３の１、字ケ

スケ谷辛５４の７から辛５４の１１まで、辛５４の１３、辛５４の１６から辛５４

の２１まで、辛５４の２５、辛５４の３４、辛５４の３９、辛５４の４３、辛５４の４９、

辛５４の５０、辛５４の５４から辛５４の５７まで、辛５４の６３、辛５４の７４、辛

５４の７５、字イシゴヤ辛５５の４、辛５５の１０から辛５５の１３まで、辛５５

の１５から辛５５の１８まで、辛５５の２２、辛５５の２５、辛５５の２７、辛５５の

３０、辛５５の３４、辛５５の３８、辛５５の３９、辛５５の４２、辛５５の４９、辛５５

の５１、辛５５の５７、辛５５の５９、辛５５の６０、辛５５の６５、辛５５の６９、辛

５５の７１、辛５５の７４、辛５５の７５、辛５５の７９、辛５５の８３、辛５５の９０、

辛５５の９２から辛５５の９５まで、辛５５の１０１から辛５５の１０３まで、辛

５５の１０７、辛５５の１１１から辛５５の１１３まで、辛５５の１１８、辛５５の

１１９、辛５５の１２２、字イシハラ谷辛５７の１０、辛５７の１９から辛５７の

２１まで、辛５７の２４、辛５７の２５、辛５７の３５、辛５７の４４、辛５７の４９、

辛５７の５０、辛５７の５２、辛５７の８３、辛５７の８６から辛５７の９１まで、辛

５７の９６、辛５７の９８、辛５７の１０３、辛５７の１０９から辛５７の１１３まで、

字コタマゴ篠成辛６３の４、辛６３の１１、辛６３の１７、辛６３の２３、辛６３

の２７、辛６３の２９、辛６３の３３、辛６３の３５、辛６３の３６、辛６３の３９、辛

６３の４３、辛６３の４５、辛６３の４７、辛６３の４９、字長尾口松尾辛６４の４、

辛６４の５、辛６４の７、辛６４の１４、辛６４の２４、字松尾辛６６の１、辛

６６の３、辛６６の４、字シノカナル辛６９、字奉公人ゴヤ辛７０の１、

辛７０の４、辛７０の５、字長尾コヲカ谷辛７１の１、辛７１の２、辛７１

の５、辛７１の６、辛７１の８、辛７１の９、辛７１の１１、字ヨコグラ番

辛７２の１、字杉ナル辛７２の２から辛７２の４まで、字コタマゴ谷辛

７３の３、辛７３の６から辛７３の８まで、辛７３の１０から辛７３の１５まで、

辛７３の１７、辛７３の１９、辛７３の２１、辛７３の２９、辛７３の３０、辛７３の３２

から辛７３の４４まで、辛７３の４６、辛７３の４８から辛７３の５２まで、辛７３

の５４から辛７３の５６まで、辛７３の６０、辛７３の６６から辛７３の６９まで、

辛７３の７１、辛７３の７３、辛７３の７５、辛７３の７７、辛７３の７９、辛７３の８０、

辛７３の８８、辛７３の９７、辛７４の６、辛７４の８、辛７４の９、字ヨコグ

ラ辛７４の１、辛７４の３、辛７４の４、辛７５の２、辛７５の３、辛７５の

５、辛７５の１１、辛７５の１３から辛７５の１６まで、辛７５の２１から辛７５の

２３まで、辛７５の２５、辛７５の３２、辛７５の３４、辛７６の３、辛７６の５、

辛７６の８から辛７６の１０まで、辛７６の１２、字竹力成辛７７の３、辛７８、

字ホドヲ辛８０、辛８１、辛８２の３、辛８２の５、字ケスケ辛８３の４、

辛８３の６、辛８３の７、辛８４の１、辛８４の３、辛８４の４、辛８４の６

から辛８４の９まで、辛８５の２、辛８５の３、字フ子辛８６の２、字ゴ

ンベ谷辛８７の２、字ヨコクラ辛８８の５、辛８８の１０、辛８８の１３、辛

８８の１８から辛８８の２２まで、辛８８の２９、辛８８の４０、辛８８の４５から辛

８８の４７まで、辛８８の５０

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び今治

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

愛 媛 県 報平成１９年６月２６日 第１８７３号
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�愛媛県告示第１１６８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年６月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１６９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年６月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１７０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年６月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１７１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１９年６月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３１７号
松山市藤野町甲２２７番１地先から

同市藤野町甲１６３番２まで

旧 ７．７～１５．０ ０．２３５

新 １５．３～２８．８ ０．２３５

〃 〃
松山市藤野町甲５８番２から

同市藤野町甲２番３まで

旧 ８．０～２５．０ ０．３２７

新 １２．８～３１．０ ０．３２７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３１７号
松山市藤野町甲２２７番１地先から

同市藤野町甲１６３番２まで
平成１９年６月２６日

〃 〃
松山市藤野町甲５８番２から

同市藤野町甲２番３まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和三間線
宇和島市三間町務田７５２番４から

同市三間町曽根９０９番地先まで

旧 ０ ０

新 １９．０～６３．０ ０．２６６

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１９松局建（開）第１５号

平成１９年６月８日
伊予郡松前町大字昌農内字正仙寺４３４番２

西宇和郡伊方町湊浦４４０番地３

四国電力伊方アパート３１１号

上 野 石 雄

愛 媛 県 報平成１９年６月２６日 第１８７３号

７４９



公 告
�愛媛県告示第１１７２号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第１８条の２第１項の規定に

より、指定構造計算適合性判定機関を次のように指定した。

平成１９年６月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 名称及び住所

株式会社愛媛建築住宅センター

愛媛県松山市千舟町六丁目４番地２

２ 構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地

名 称 事務所の所在地

本 社 愛媛県松山市千舟町六丁目４番地２

東 予 支 店 愛媛県西条市神拝甲２７６番地４

３ 構造計算適合性判定の業務の開始の日

平成１９年６月２０日

４ 指定をした日

平成１９年６月１８日

５ 指定の有効期間

指定をした日から５年間

�������
�愛媛県告示第１１７３号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第１８条の２第１項の規定に

より、指定構造計算適合性判定機関を次のように指定した。

平成１９年６月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 名称及び住所

財団法人日本建築総合試験所

大阪府吹田市藤白台五丁目８番１号

２ 構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地

大阪府大阪市中央区谷町二丁目３番１２号

３ 構造計算適合性判定の業務の開始の日

平成１９年６月２０日

４ 指定をした日

平成１９年６月１８日

５ 指定の有効期間

指定をした日から５年間

�������
�愛媛県告示第１１７４号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定する。

平成１９年６月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 道路の位置

東温市牛渕字横畑１１２０番３の一部、１１２１番１の一部、１１２０番３

地先農道及び１１２１番１地先農道

２ 申請人の住所氏名

松山市久米窪田町９０２番地

安岡 宏

３ 図面省略

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１９年６月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

総合行政ネットワークサービス提供設備の借入れ

� 借入物品名及び数量

総合行政ネットワークサービス提供設備 一式

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

平成１９年１０月１日から平成２４年９月３０日まで

� 借入物品の納入場所

愛媛県ネットワーク・オペレーション・センターとする。

� 入札方法

入札金額は、１月当りの借入代金を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額

に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税

及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるか

を問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額

を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成１８年度及び平成１９年度の製造の請負等

に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、

次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 平成１９年９月３０日までに当該物品を納入できる体制が整備さ

れていることを証明した者であること。

� 借入物品に係る修理、点検及び保守の体制が整備されている

ことを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にない者で

あること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県企画情報部管理局情報政策課ネットワーク運営係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２２８９

� 入札書の受領期限

平成１９年７月２０日（金）午前１０時

� 入札説明書の交付方法

�に揚げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１９年７月２０日（金）午前１０時

愛媛県庁本館１階 企画情報部管理局情報政策課システム設

愛 媛 県 報平成１９年６月２６日 第１８７３号
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教育委員会告示

計室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入札書に、

この公告に示した物品を納入できることを証明する書類を添付

して、入札書の受領期限までに提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

った者を落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

�������
�公 告

争議行為の通知の公表について

堀江病院医療労働協議会執行委員長永田忠司から次のとおり争議

行為を行う旨の通知が平成１９年６月１８日あったので公表する。

平成１９年６月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事件 平成１９年度賃金引上げ及び夏季一時金

２ 日時 平成１９年６月２９日正午より問題が完全解決に至る間

３ 場所 医療法人佑心会堀江病院（松山市福角町１５８２番地）にお

ける同組合員が従事する全職場

４ 概要 上記記載の職場において、あらゆる形の争議行為を単独

又は併用して実施する。

�������
�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛統一労働組合執行委員長大野久から次のとおり争議

行為を行う旨の通知が平成１９年６月１８日あったので公表する。

平成１９年６月２６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事件 平成１９年度夏季一時金、その他に関する事項

２ 日時 平成１９年７月２日正午より本問題が解決に至る間

３ 場所 財団法人正光会今治病院

（今治市高市甲７８６の１３）

財団法人正光会宇和島病院

（宇和島市柿原１２８０番地）

４ 概要 前記記載の場所において、あらゆる形の争議行為を単独

又は併用して実施する。

�������
�愛媛県教育委員会告示第６号
博物館法（昭和２６年法律第２８５号）第２９条の規定による博物館に

相当する施設として次のとおり指定した。

平成１９年６月２６日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

１ 設置者の名称

松山市

２ 名称

松山市坂の上の雲ミュージアム

３ 所在地

松山市一番町三丁目２０番地

４ 指定年月日

平成１９年６月１８日

�愛媛県教育委員会告示第５号
博物館法（昭和２６年法律第２８５号）第２条第２項に規定する私立博物館として、同法第１２条の規定に基づき、次のように登録した。

平成１９年６月２６日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

設置者の名称及び住所 名 称 所 在 地 登 録 年 月 日 登録番号

財団法人ＩＴＭ伊丹記念財団
松山市東石井一丁目６番１０号 伊丹十三記念館 松山市東石井一丁目６番１０号 平成１９年６月１８日 第１７号

平成１９年６月２６日 発行

愛 媛 県 報平成１９年６月２６日 第１８７３号
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